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通 知 書 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

貴社が主催する「婚活パーティー」のキャンセル規定に関し，当法人より，①貴社の利用

規定第１２条第２項について，定価を超える部分のキャンセル料に関する規定を削除し，②

同条第９項を削除するよう是正の申入れを行いました。 

これに対し，貴社は，サービスに対する信頼が損なわれること及び金銭的損失が生じてい

ることを理由として，定価を超えるキャンセル料が消費者契約法上の「平均的損害」である

と回答されました。 

当法人が再度上記規定の削除を申入れたところ，貴社より，削除には応じられないが，「正

当な理由」について，「「公的書類」の提出が難しい場合には，スタッフがヒアリングさせて

いただき，正当な理由と弊社が判断した場合は，上記と同様の対応とさせていただきます。」

との文言を利用規約に追加した旨の回答がありました。 

この追加文言について，ヒアリングが行われるといっても「正当な理由」であるかどうか

はあくまで貴社判断であり，利用者と貴社とで見解が相違した場合，利用者の事情・利益が

十分に救済されない可能性が残ります。また，そもそも「正当な理由」の有無以前に，当法

人が削除を申し入れているキャンセル規定自体が消費者契約法上の「平均的損害」にあたら

ないことも従前申入れのとおりです。 

 他方で，当法人の是正申入れに対して，不十分ながらも一定の改善が図られていることも

確認できたことから，貴社の今後の自主的改善に期待し，当法人としては，貴社に対する是

正申入れを一旦終了することとしました。 

 ただし，今後，貴社についての情報提供があれば申入れ・質問等を再開する可能性があり

ます。貴社におかれては，今後も消費者の事情・利益に十分配慮されるよう，適宜キャンセ

ル規定の見直しをお願いいたします。 

敬具 


